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社会保険労務士法人みつばち

社会保険労務士事務所として、顧問先企業の従業員さんの社会保険や雇用保険等の手続

き代行、働き方や職場トラブル等の相談対応、就業規則等の作成支援をしています。

事業の紹介

小さいこどものいる方が多く、当事務所が手本を見せることにより、顧問先企業に対し

て働き方の提案やアピールができると思い、取り組みを開始しました。

働きやすい職場づくりに取組むきっかけ・背景

短時間正社員制度の導入

働きやすい職場づくりのための取組み

小学校低学年や、保育園児がいる家庭でも、こどもの迎え等に影響が少なくなったと喜

んでもらえています。

取組みの効果

住所 茨⽊市⻄駅前町５番１号京都銀行茨⽊ビル４階 認定期間 令和７年３月３１日まで

TEL 072-626-7076

業種 社会保険労務士事務所

従業員数 正社員１人／有期契約社員３人

パートタイムから正社員（短時間正社員含む）への転換制度もあり、こどもの成⻑やラ

イフスタイルの変化に応じて、柔軟な働き方ができるように考えています。

その他


